
児童福祉法

第35条④

保育事業と公的関与の仕組み

家庭的保育事業 小規模保育事業

家庭的保育者の居宅等に
おいて行う保育事業。

　原則：３歳未満児を対象

　　　　　　（定員５人以下）

（児童福祉法第６条の３⑨）

乳児・幼児を対象に施設に
おいて行う保育事業

　原則：３歳未満児を対象

（定員６人以上１９人以下）

（児童福祉法第６条の３⑩）

事業所内保育事業

事業主が設置する施設におい
て、労働者の児童及びその他
の児童のうち原則として３歳未
満の児童に対する保育を行う事
業（児童福祉法第６条の３⑫）

保育を必要とする乳児・幼児
を日々保護者の下から通わ
せて保育を行うことを目的と
する施設。

（定員２０名以上・幼保連携
型認定子ども園を除く。）

（児童福祉法第39条①）

※児童福祉法に定める児童
福祉施設（第７条①）の１つ。
国・都道府県・市町村以外
の者が設置する際には、都
道府県の認可が必要。

（児童福祉法第35条④）

確認

ｂｙ市

認可

ｂｙ（※）

児童福祉法第34条の15②

子ども・子育て支援法第４３条

居宅訪問型保育

保育を必要とする乳児・幼児
の居宅において家庭的保育
者による保育を行うもの。

　原則：３歳未満児

（児童福祉法第６条の３⑪）

認可＆確認
ｂｙ市

地域型保育事業（子ども・子育て支援法）＝家庭的保育事業等（児童福祉法）

支援法

第３１条

認可・確認権者による監査・指導及び調査権限

　認可外保育施設についても、都道府県知事への届出義務あり。また都道府県知事は調査
権限等を有する。（児童福祉法第59条及び59条の２）

※但し、埼玉県においては、これら都道府県知事の権限は市町村に権限委譲されている。

　　このため和光においても認可外保育施設の検査指導を行っている。

○保育事業を提供する民間事業者のうち、「保育所」「小規模保育事業」「家庭的保育事業」「事業所内保育事業」「居宅訪問型事業」に
類する事業を行うものであって、児童福祉法に定める基準を満たすものは、都道府県又は市町村による認可を受けることができる。

○さらにこれら認可された事業のうちから、子ども・子育て支援制度に基づく「子どものための教育・保育給付」に係る施設（公費負担の対
象施設）となるものについて、市町村が「確認」を行う。

保育所

※保育所の認可権限は
原則として、都道府県で
あるが、和光市は県から
権限委譲を受けている
ため、認可も行っている。認可外保育施設”
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